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宅地防災に関する仙台市の取り組み

（１） 宅地造成工事規制区域について

（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

（３） 土砂災害への備えについて
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資料３



（Q）宅地造成工事規制区域に指定されると

区域内で行われる工事について必要な規制

工事前に市長の許可が必要

国土交通大臣の認定擁壁等の使用が必要

（１） 宅地造成工事規制区域について
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（１） 宅地造成工事規制区域について

合計約13,162ha
約17%
本市面積（78,630ha）
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仙台市宅地造成工事規制区域図

市役所

第１次

約5,549ha（うち泉市2,351ha含む）
昭和40年3月11日建設省告示第527号

愛子駅

岩切駅

約1,608ha（旧仙台市域のみ指定）
昭和51年3月29日建設省告示第518号第２次
約6,005ha
平成6年7月22日仙台市告示第424号第３次



昭和４０年
第１次

昭和５１年
第２次

平成６年
第３次

（１） 宅地造成工事規制区域について

年度別宅地造成工事許可件数と面積の推移
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昭和４０年
第１次

昭和５１年
第２次

昭和５１年
第２次

平成６年
第３次平成６年

第３次

昭和４０年
第１次

昭和５１年
第２次

平成６年
第３次

（１）宅地造成工事規制区域について
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造成された団地の一例（イメージ）

造成当初の航空写真（昭和52年頃） 現在の航空写真

出典：地理院地図（電子国土web）



（１）宅地造成工事規制区域について

パトロールの例
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

「切土・盛土図」や「造成年代図」など4種類のマップで構
成（スケール：1/10,000）
平成25年5月1日より公開

仙台市宅地造成履歴等情報マップとは？

○閲覧できる場所

紙図面：市役所開発調整課，各区役所街並み形成課，
各総合支所総務課，市立図書館

電子データ：仙台市ホームページ
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

東日本大震災による甚大な宅地被害

⇒被災した都市からの情報発信

市民の防災意識の高まり

…宅地が切土なのか盛土
なのか知りたい。

…建物や宅地の耐震対策
をしたい。

⇒市民への情報提供

マップ作成のきっかけ
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

情報マップは４種類

「切土・盛土図」
「造成年代図」
「土砂災害危険箇所図」
「旧地形図」
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

マップの種類（切土・盛土図）
旧地形図と現在の地形図を重ね合わせて，それぞれ
の標高値を比較し，切土の高さと盛土の深さを段階
的に示したもの
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

マップの種類（造成年代図）
団地の造成が開始された年代と盛
土の部分を示したもの

12



（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

マップの種類（土砂災害危険箇所図）
土砂三法※における危険箇所と盛土の部
分を示したもの

※砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

マップの種類（旧地形図）
昔の地形を示したもの

・旧都市計画図[昭和33～43年]

・米軍の空中写真[昭和22～23年]
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について

ハザードマップ等（各種災害の危険予測地図）

「仙台市地震ハザードマップ」
「仙台市津波ハザードマップ（津波からの避難の手引き）」
「せんだい水害・土砂災害ハザードマップ」
「仙台市浸水想定区域図（内水ハザードマップ）」
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（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について
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「仙台市地震ハザードマップ」



（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について
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「仙台市津波ハザードマップ（津波からの避難の手引き）」

（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について
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「せんだい水害・土砂災害ハザードマップ」



（２） 宅地造成履歴等情報マップ等について
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「仙台市浸水想定区域図（内水ハザードマップ）」

(急傾斜地の崩壊）
急な斜面が、とつ
ぜん崩れ落ちる現
象。

（３） 土砂災害への備えについて

①土砂災害の種類

勾配の緩い斜面が、
広い範囲にわたっ
て、すべり落ちて
いく現象。

山や谷の土砂が大
雨などで崩れ、水
と混じって、強い
勢いでふもとに向
かって流れてく現
象。

土石流 地すべり がけ崩れ
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『施設整備』

・「砂防法」に基づく砂防事業
（例：砂防えん堤）

・「地すべり防等止法」に
基づく防止工事（例：抑止杭）

・「急傾斜地法※」に基づく
防止工事（例：のり枠工）

（３） 土砂災害への備えについて

②土砂災害対策

土砂災害対策

『警戒避難体制』
『土地利用規制』

・「土砂災害防止法※」に基づく
土砂災害警戒区域の指定

・土砂災害ハザードマップ
の作成

・土砂災害特別警戒区域に
おける開発行為の制限

ソフト対策ハード対策

※急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
※土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律

発生源
対策

危険地
対策
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（３） 土砂災害への備えについて

③ハード対策（土砂三法に基づく区域指定）
名称 概要

「砂防法」
・砂防指定地
（59箇所）

土砂の流出による被害を防止す
るために砂防えん堤等の砂防設
備が必要と判断される土地や，
区域内で行われる一定の行為を
制限する必要がある土地。

「地すべり防止法」
・地すべり防止区域
（8箇所）

地すべりによる崩壊を防止する
ために必要な施設を設置すると
ともに，一定の行為を制限する
必要がある土地。

「急傾斜地法」
・急傾斜地崩壊危険区域
（49箇所）

急傾斜地の崩壊から住民の生命
を保護するため，がけの勾配が
30度以上でかつ高さが５ｍ以上
のがけ地のうち，一定の行為を
制限する必要がある土地。
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箇所数は平成29年11月末時点



（３） 土砂災害への備えについて

④ソフト対策（土砂災害防止法に基づく区域指定）

土砂災害危険箇所【市内に計994箇所】
※国通達に基づき宮城県が実態調査を行ったもの
・土石流危険渓流 【270箇所】
・急傾斜地崩壊危険箇所【700箇所】
・地すべり危険箇所 【24箇所】

土砂災害特別警戒区域（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）【計236箇所】
※土砂災害防止法により「建築物に損壊が生じ、
生命等に著しい危害が生じるおそれがある区域」
として県知事が指定

土砂災害警戒区域（ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ）【計260箇所】
※土砂災害防止法により「生命等に危害が生じる
おそれがある区域」として県知事が指定
・土石流 【101箇所】
・急傾斜地の崩壊【157箇所】
・地すべり 【2箇所】

情報伝達、警戒避難体
制の整備

①特定開発行為に
対する許可制

②建築物の構造規制

③建築物の移転等の勧告
（必要に応じ）
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開発等について法的規
制なし

箇所数は平成29年11月末時点

（３） 土砂災害への備えについて
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土砂災害警戒区域
（警戒避難体制の整備）

土砂災害特別警戒区域
（建築物の構造規制）

仙台市都市計画情報インターネット提供サービス



（３） 土砂災害への備えについて

⑤土砂災害対策に係る本市の役割

●土砂災害のおそれのある区域の周知
「土砂災害危険箇所」や「土砂災害警戒区域等」、土砂三法に
よる指定地等を、市ホームページに掲載。

●土地利用規制

「災害危険区域」や「土砂災害特別警戒区域」などの開発
行為を行うのに適当でない土地を、開発区域に含まない。

●警戒避難体制の整備

ハザードマップの作成、避難に関する各種情報の発信。
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